
  

保険点数改定のお知らせ 

令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇より薬価が改定、 

令和 8 年 6 ⽉ 1 ⽇より調剤報酬 

が改定されました。 

厚⽣労働省の定めに従い、 

当薬局での保険調剤の算定も 

変更となります。 

お会計の際、患者様のお⽀払い 

⾦額も増減いたしますので、 

ご了承の程宜しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 

※ご不明な点は当店薬剤師までお尋ねください。 

 


